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市議会これからの予定
◎定例会前
＊５月31日（月）＝総務委員協議会
＊ ６月１日（火）＝厚生文教委員協
議会
＊ ６月２日（水）＝建設環境委員協
議会
＊ ６月３日（木）・４日（金）＝特別
委員会
＊６月８日（火）＝議会運営委員会
◎第２回定例会
＊ ６月15日（火）～ 18日（金）＝本会
議（一般質問・議案上程）

＊ ６月22日（火）＝補正予算審査特

別委員会
＊６月23日（水）＝総務委員会
＊６月24日（木）＝厚生文教委員会
＊６月25日（金）＝建設環境委員会
＊ ６月28日（月）・29日（火）＝特別
委員会

＊ ７月２日（金）＝議会運営委員会、
本会議（委員会審査報告・採決）

※ 会議はいずれも午前９時30分か
ら（７月２日の議会運営委員会は
午前９時から）開催する予定で
す。
※ 日程などは変更になる場合もあ

りますので、傍聴を希望する方
は、事前に議会事務局へ問い合
わせてください。

※ 本会議については、インターネッ
ト中継（スマートフォンにも対
応）を実施します。

※ 第２回定例会で審査を希望する
請願などは、６月２日（水）の午
後５時までに提出してください。
※ 定例会後、議会運営委員会を７
月中旬に開催する予定です。

☆詳しくは、議会事務局へ。
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シルバー住宅生活協力員を募集
　市が運営するシルバー住宅（東町
１丁目／３LDK）に令和３年９月か
ら住み、入居者の安否確認や、緊
急時の対応などを行う協力員を募
集します。
◇ 対象　次のすべてに該当する方
＊ 市内在住で、一緒にシルバー住
宅に住む親族がいる
＊ 土地・建物を所有しておらず、住 

宅が必要である
＊ ２年中の所得が右の表の範囲内
である

◇ 報酬　月額８万円
※ このほか、家賃の半額を補助し
ます。

◇ 募集人数　１人
◇ 選考　書類、面接など
◇ 申込書の配布　５月18日～６月

10日に市役所高齢者支援係で
☆申し込みは、６月１日～ 15日に
市役所高齢者支援係へ。
▼所得基準
世帯の
人　数 世帯の合計所得金額
２人 227万6000円～ 622万4000円
３人 265万6000円～ 660万4000円
４人 303万6000円～ 698万4000円
５人 341万6000円～ 736万4000円

▼相談窓口
内　容 担　当

予防・検査・医療に
関すること

東京都新型コロナコールセンター☎0570-
550-571（毎日／午前９時～午後10時）

生活福祉資金制度
の特例貸し付けに
関すること

昭島市社会福祉協議会貸付専用☎080-
9995-7657または☎080-2372-8154（平日の
午前９時～午後５時）

新型コロナウイル
ス感染症の感染拡
大に便乗した悪質
商法に関すること

昭島市消費生活センター☎042-544-9399
（平日の午前９時～正午、午後１時～４時）

緊急事態措置など
に関すること

東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協
力金相談センター☎03-5388-0567（毎日／
午前９時～午後７時）
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